
新型コロナウイルス感染症の感染予防に配慮した 

二級・木造建築士各種手続きの郵送による申請受付等について 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、二級・木造建築士に係る各種手

続きにおいて、希望される方は、郵送による申請受付・免許交付を行います。 

 

申請受付について  

■郵送にて申請する場合の必要書類等  

・二級・木造建築士各種申請における必要書類一式（詳細は各手続きのページを

ご確認ください。）  

・本人確認ができる公的な身分証明書のコピー  

・希望する方には申請受付書（申請書類お預かり書）を送付いたします。送付先

を記入して 84 円切 手を貼付した返信用封筒を同封してください。  

※身分証明書のコピーが添付されていない場合は申請受付不可です。  

※郵送料は申請者のご負担となります。  

■郵送にて申請する場合の送付方法  

・必ずレターパックプラス（レターパックライトは不可）又は、簡易書留で郵送

してください。それ以外での送付方法での未着等のトラブルには当会では一切

の責任を負いません。  

 

免許交付について  

■郵送にて免許を交付する場合の送付方法  

・レターパックプラスを使用して郵送いたします。 郵送による交付を希望され

る場合は、申請時に返信用レターパックプラス（返信先住所記入）を同封してく

ださい。  

 

■旧免許の返却について（郵送の場合）  

・新規申請と再交付申請（亡失）以外は、既存の免許の返却が必要になります。   

免許証明書ができましたら、その旨を交付通知ハガキで通知いたしますので、 

お手元にある旧免許を愛媛県建築士会に郵送してください。 

到着次第、上記の方法にて、新しい免許証明書を発送いたします 

 

（公社）愛媛県建築士会 〒790-0002 松山市二番町 4-1-5 TEL089-945-6100 


